
資
源
循
環

 - 83 - 

図表 3-1-10 し尿処理事業経費 直近５年の数値 

ウ 一般廃棄物処理経費 

26 年度において、市町村等が支出した一般

廃棄物処理経費は、ごみ、し尿合わせて 991

億円（組合分担金を除く。）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）産業廃棄物 

「廃棄物処理法」では、工場など事業活動に

伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥を始

めとする 20 種類の廃棄物を産業廃棄物と定義

しています。 

年間１人当たりにすると、ごみが 14,610 円、

し尿が 4,683円となっています。(図表 3-1-9、

図表 3-1-10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1-11 産業廃棄物の発生・処理状況の推移 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

注１ 20,25年度は、廃棄物処理計画策定に係る実態調査による値 

注２ 21～24,26年度は、20,25年度の値を経済指標等を用い算出した推計値 

 

 

図表 3-1-9 ごみ処理事業経費 直近５年の数値 

(注) 組合分担金は、一部事務組合を構成する市町村による一部事務組合事業費に対する負担金であることから事業費の２重

計上となるため、処理事業費の計に含めていません。（図表 3-1-10も同様） 

H22 H23 H24 H25 H26

処理・維持管理費(千円） 8,574,531 8,417,386 8,532,798 8,727,165 8,552,435

建設改良費(千円） 821,275 1,625,007 217,182 116,745 475,119

その他(千円） 362,192 354,066 295,902 328,877 356,295

計(千円） 9,757,998 10,396,459 9,045,882 9,172,787 9,383,849

し尿処理対象人口(人） 2,148,994 2,094,496 2,088,957 2,032,970 2,003,626

１人当たりの経費（全体）

（円/人・年）
4,541 4,964 4,330 4,512 4,683

市町村処理量（ｔ） 878,878 852,557 830,901 830,151 807,911

処理量１㎘当たり

の経費（全体）（円/㎘・年）
11,103 12,194 10,887 11,050 11,615

（参考）組合分担金 1,429,199 1,262,973 1,298,107 1,409,399 1,491,134

H22 H23 H24 H25 H26

処理・維持管理費(千円） 69,463,981 71,131,510 71,301,840 71,217,785 74,131,354

建設改良費(千円） 4,071,914 7,136,628 11,588,755 6,169,448 9,327,974

その他(千円） 3,466,699 3,509,014 2,958,641 4,312,309 6,296,556

計(千円） 77,002,594 81,777,152 85,849,236 81,699,542 89,755,884

人口(人） 6,162,736 6,167,215 6,143,868 6,143,469 6,143,301

１人当たりの経費（円/人・年） 12,495 13,260 13,973 13,299 14,610

市町村処理量（ｔ） 2,052,800 2,060,228 2,046,109 2,038,966 2,002,721

１t当たりの経費（円/ｔ・年） 37,511 39,693 41,957 40,069 44,817

（参考）組合分担金 7,515,360 7,958,506 7,328,139 8,772,634 8,608,191
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ア 排出及び処理状況 

 27年度に実施した推計調査の結果では、26年

度の県内事業場からの産業廃棄物排出量は

2,112万ｔで、中間処理等による減量化量が927

万ｔ（4 4％）、再資源化量が1 , 1 4 9万ｔ

（54％）、最終処分量は29万ｔ（1％）であり、

排出量の９割以上が減量化・再資源化されてい

ます。（図表3-1-11） 
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２．県の施策展開 

ア 資源循環型ライフスタイルへの移行 

（ア）３Ｒ推進月間 

県では、14 年度から国と同様に、循環型社

会づくりを推進し、３Ｒに対する県民の意識

を高めるため、毎年 10 月を「３Ｒ推進月間」

として、市町村と協力して重点的に啓発活動

を実施しています。 

家庭からごみとして多く出されるレジ袋や

食べ残しなどを減らすことは、一人ひとりの

意識次第で「誰でも、すぐに、簡単に」でき

る取組です。このような取組を、ものを大切

にするライフスタイル「ちばエコスタイル」

への転換のきっかけとなる実践的な取組とし

て推進しています。 

（イ）レジ袋削減に向けての取組 

県では、20 年 10 月から、県全体でレジ袋

を削減する運動である「ちばレジ袋削減エコ

スタイル（ちばレジエコ）」を展開しており、

レジ袋削減に協力する事業者にはサインアッ

プ登録を、県民にはサポーター登録をお願い

してきたところですが、事業者における取組

は定着してきたことから、サインアップの新

規登録は 24 年度で終了し、25 年度からは、

事業者と連携してのマイバッグキャンペーン

など、県民への普及啓発活動を重点的に行っ

ています。 

多くの事業者や県民がレジ袋削減に取り組

むことにより、ごみの減量はもちろん、ライ

フスタイルを見直す活動が根付くことを目指

しています。 
 

図表 3-1-12 ちばレジエコサポーター登録者数 

(28年 3月末現在) 

 

 

 

 

（ウ）食品廃棄物削減に向けての取組 

わが国では、食べられるにもかかわらず捨て

生すると推計されています。  

県では、食事の際の「食べきり」を進めてい

くことで、家庭や飲食店等からごみとして出さ

れる食品廃棄物を減らしていけるよう、「ちば食

べきりエコスタイル（ちば食べエコ）」を 21 年

度から展開しており、22 年 12 月 1 日からは、

ちば食べエコに協力し、食べ残しの削減に向け

た取組を実践する飲食店や小売店などを県民に

紹介する登録制度をスタートさせました。 

 県では、28 年３月から、紙コップなどの使い

捨て容器に替わり、繰り返し使える水筒やタン

ブラーなどの利用を促進する「ちばマイボト

ル・マイカップ推進エコスタイル」の取組を開

始しました。 

この取組に賛同し、マイボトル等の容器に飲

料を提供する協力事業者を県民に紹介する制度

をスタートしました。 

イ ３Ｒ普及促進事業 

*九都県市では、容器包装の減量化等に対する

事業者や地域住民の意識の向上を目的とした啓

発を行うなど３Ｒ普及促進事業を実施していま

す。 

 

ウ ごみ処理有料化について 

市町村が収集している可燃ごみの処理に当

たって、有料化を実施している市町村は 36 市町

村（20 市 15 町１村）となっています（27 年３

月 31 日現在）。市町村が実施している有料化の

手法としては、一世帯当たりに一定額の処理料

金を徴収する「定額制」や、指定ごみ袋の価格

に処理料金を上乗せして徴収し、ごみの排出量

に応じた負担を求める「従量制」などがありま

す。 

ごみ処理の有料化は、排出量に応じて手数料

人 数 ３１，７７７人 

団体登録数 １５３団体 

（１）資源循環を推進するためのライフスタイルづくり

（エ）使い捨て容器減量化に向けての取組 

られている「食品ロス」が、年間約630万t発
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を徴収することから、費用負担の公平性が確保

できるとともに、費用負担を軽減しようとする

動機付けにより、結果として排出量抑制につな

がることが期待されます。 

 

エ 各種リサイクル法等 

図表 3-1-13 家庭用パソコンのリサイクルフロー 

（イ）容器包装リサイクル法 

家庭ごみのうち、容積で５割強を占める容

器包装廃棄物の分別収集と再商品化を促進す

るため、７年６月に「容器包装リサイクル法」

が制定され、９年４月から本格施行されまし

た。 

これにより、消費者は適正な分別排出をし、

市町村は分別収集をし、事業者は市町村が収

集した容器包装廃棄物を再商品化するという

役割分担が示されました。 

県では、同法に基づく分別収集を促進するた

め、各市町村が策定した「市町村分別収集計画」

に基づき「千葉県分別収集促進計画」を策定し、

容器包装廃棄物の３Ｒを推進しています。 

（ウ）家電リサイクル法 

家電製品の廃棄物については、これまでそ

の大半が埋立処分されてきましたが、廃棄物

の減量と資源の有効な活用を促進するために

「家電リサイクル法」が 10 年６月に制定され、

13 年４月から本格施行されました。 

同法は、廃家電のうち、エアコン・テレビ・

冷蔵庫・洗濯機の４品目について、消費者が

リサイクル費用と運搬費用を負担し、小売業

者が収集運搬を行い、製造業者がリサイクル

するという役割分担により、新たなリサイク

ルシステムを構築するというものです。 

27 年度は、全国の製造業者等による廃家電

４品目の引取台数は約 1,088 万台（前年比横

ばい）、このうち本県分は約 53 万台(前年度比

1.9％増)でした。 
排
出
者

個
人
・
家
庭

メ

カ

・
３
R
推
進
セ
ン
タ

郵便局 再資源化
 施　　設

郵便局

１　回収申し込み

２　料金支払い用紙が到着

３　料金支払い

※PCリサイクルマーク付き
パソコンをメーカーが
回収するときは料金不要

４　郵送伝票が到着

５　梱包

６　戸口集荷または
　　各自持ち込み

（ア）資源有効利用促進法

　同法は取組が必要な業種や製品として10業種

・69品目を政令で指定し、事業者が自主的に取

り組むべき具体的な内容を規定しています。

　「指定再資源化製品」として位置付けられてい

るパソコンは、製造業者等が回収し、部品や材料

を再資源化するよう義務付けられています。

　これにより、15年10月１日以降に販売された

家庭用パソコンは製品価格にリサイクル費用が

含まれ、回収を依頼するときに消費者が料金を

負担することはなくなりました。 県では不法投

棄を未然に防ぎ、メーカー等によって適正にリ

サイクルが行われるよう、普及啓発等を行って

います。 

　資源有効利用促進法は、循環型社会を構築し、

資源の有効な利用を総合的・計画的に推進する

ため、12年６月に公布、13年４月に施行されま

した。
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（２）資源循環の基盤となる産業づくり

　県では、一般廃棄物最終処分場の確保が困難

な市町村があることや、最終処分量の半分以上

を焼却灰が占めていることから、ごみやその焼

却灰を溶融した後に固めて容積を減らし、スラ

グとして資源化することを推進しています。

　この溶融スラグの有効利用を図るため、全国

に先駆けて「千葉県溶融スラグ利用促進指針」

を８年３月に策定し、それ以降、県及び市町村

の公共事業等における溶融スラグの積極的な利

用を進めています。

　また、県内の溶融スラグ生産施設共通の品質

管理方法を18年７月のＪＩＳ規格制定に合わせて

改訂するなど、溶融スラグの品質確保を図って

きました。

　現在、アスファルト合材の使用量が50トン以上

の県の公共工事については、溶融スラグ入りアス

ファルト合材の使用が義務化されています。

　28年３月末現在、稼働中の溶融施設は６施設

で、27年度の溶融スラグの生産量は約３万１千

t、有効利用量は約２万１千tで有効利用率は

69％となっており、主な用途はアスファルト合

材で、約９千５百t（約45％）が利用されていま

す。（図表3-1-17）

―86―



資
源
循
環

　今後さらに、市町村の公共工事などでの溶融

スラグ入りアスファルト合材の利用拡大を呼び

かけるなど、溶融スラグ入りアスファルト合材

の需要を拡大し、良好な資源循環を確保してい

きます。

イ　エコタウン事業

　県では新技術の活用による先導的なリサイク

ルシステムの確立と、それによる地域振興等を

目的として環境調和型のまちづくりを推進して

います。11年１月には都市化の進んでいる県の

西・中央地域をモデル地区として、国（経済産

業省及び環境省）の承認を受けて「千葉県西・

中央地域エコタウンプラン」を策定しました。

　本プランでは、一般廃棄物を溶融し、生成さ

れるスラグ等を再利用することにより最終処分

量の削減に寄与する「直接溶融施設」等を中核

施設として位置付け、県としてもその事業推進

を支援しました。

　その後施設を追加し、現在、中核施設は５施

設となっています。

ウ　産業廃棄物リサイクル促進事業

　優良な産業廃棄物処理業者の育成やリサイク

ル市場の活性化を目的として、主に県内で産業

廃棄物処分業を行っている事業者向けに、先進

的なリサイクル技術を紹介する研修会を22年度

から開催しています。

エ　各種リサイクル法

（ア）食品リサイクル法

　食品の売れ残りや食べ残し又は食品の製造過程

において大量に発生している食品廃棄物につい

て、発生の抑制と減量化を図るとともに、飼料や

肥料等の原材料として再生利用するため、食品関

連事業者（製造・流通・外食等）による食品循環

資源の再生利用等を促進することを目的として、

12年６月に「食品循環資源の再生利用等の促進に

関する法律」（食品リサイクル法）が制定され、

13年５月から施行されました。
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  国の基本方針において、食品循環資源の再

生利用等の目標を業種別に定めています。 

＜再生利用等実施率目標[31 年度目標]＞ 

  食品製造業 95％（95％） 

  食品卸売業 70％（58％） 

  食品小売業 55％（45％） 

  外食産業  50％（25％） 

※（ ）内は 25 年度実績 

 

  食品関連事業者は、食品循環資源の再生利

用等を計画的かつ効率的に実施するとともに、

個々の事業者ごとに毎年度設定された再生利

用等の実施率の目標を上回ることが求められ

ます。 

  また、食品廃棄物等の発生量が年間 100 t

以上の食品関連事業者（フランチャイズ事業

の場合は加盟店の発生量を含む）は、毎年度、

主務大臣に食品廃棄物等の発生量・食品循環

資源の再生利用等の状況を報告しなければな

りません。 

  優良な再生利用事業者（リサイクル業者）

を育成することなどを目的として、再生利用

事業を的確に実施できる一定の要件を満たす

者を、登録する制度が設けられています。 

  計画的な再生利用を促進するため、食品関

連事業者が、肥飼料等製造業者及び農林漁業

者等と共同して再生利用事業計画を作成し、

認定を受ける仕組みが設けられています。 

  再生利用事業者の登録、再生利用事業計画

の認定を受けた場合には、廃棄物処理法、肥

料取締法及び飼料安全法の特例が講じられて

います。 

（イ）自動車リサイクル法 

国内で年間約 400 万台排出される使用済自

動車のリサイクル・適正処理を図るため、「使

用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動

車リサイクル法）が 17 年１月から完全施行さ

れています。 

  県内事業者の登録・許可の状況は図表

3-1-18 のとおりです。 

図表3-1-18県内事業者の登録・許可状況(28年3月末） 

業種 引取業者 フロン類 

回収業者 解体業者 破砕業者 

県内(下記除く) 1,322 582 331 43 

千葉市 183 82 48 5 

船橋市 67 15 5 1 

柏市 85 44 24 3 

計 1,657 723 408 52 
引取業者（登録）：自動車所有者から使用済自動車を引き取る自動車リサ

イクルの入口の役割を行う。 
フロン類回収業者（登録）：使用済自動車のカーエアコンからフロン類を 

回収する。 
解体業者（許可）：使用済自動車を解体処理し、エアバッグ類を回収する。 
破砕業者（許可）：解体された自動車の圧縮・切断等を行い再資源化する。 

 

県内（千葉市、船橋市及び柏市を除く）の

解体業者、破砕業者に対し立入検査を実施し、

施設の維持管理や使用済自動車の引取り・引

渡し状況等を確認し、必要な指導を行ってい

ます。 

県内（千葉市、船橋市及び柏市を除く）の

不適正保管や不法投棄の状況を調査し、必要

な指導を行っています。 

a　再生利用等の目標

(a)再生利用事業者の登録制度

a　県内事業者の登録・許可状況

c　不法投棄や不適正保管の状況

b　立入検査

(b)再生利用事業計画の認定制度

(c)廃棄物処理法等の特例

c　再生利用を促進するための制度

b　食品関連事業者による再生利用等の実施
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地域振興事務所と連携しながら、監視、指

導体制を強化するとともに、悪質な業者に対

しては告発等の対応をとることとしています。 

（ウ）家畜排せつ物対策 

全国的にも有数の畜産県として位置付けら

れている本県の畜産業における家畜排せつ物

は、農産物や飼料作物などの栽培においては

有機質資材として利用され、環境にやさしい

農業の推進に貢献しています。 

しかし、近年の畜産経営の規模拡大等によ

り、家畜排せつ物の適正な管理と利用の確保

は困難なものとなりつつあります。 

さらに、各地域において、宅地開発等によ

る混住化の進展も加わり、悪臭や害虫発生等

の畜産環境問題が発生しています。（図表

3-1-19） 

図表 3-1-19 畜産に係る環境問題の発生状況 

                        （単位：件） 

種別 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年度 

悪臭 84 89 110 85(66.4%) 83(69.7%) 

水質汚染 20 20 20 11 (8.6%) 15(12.6%) 

害虫発生 21 15 21 13(10.2%) 7 (5.9%) 

その他 19 10 17 19(14.8%) 14(11.8%) 

計 144 134 168 128(100%) 119(100%) 

 

千葉県における家畜排せつ物量は年間約

314 万ｔであり、これを適切に処理、利用す

ることが、地域の生活環境の保全と畜産経営

の健全な発展のための重要な課題となってい

ます。 

家畜排せつ物の適正な処理は、堆肥舎や発

酵処理施設等による堆肥化と活性汚泥法によ

る浄化等が一般的であり、これら適切な処理

を行うための施設整備が進められています。 

このような中、11 年 11 月には、「家畜排せ

つ物の管理の適正化及び利用の促進に関する

法律」が公布され、畜産農業における家畜排

せつ物の管理の適正化とその利用を促進する

ための措置が講じられています。 

 

  県では、同法に基づき、「千葉県における家

畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」

を定め、処理施設の整備や堆肥等の利用促進

などの目標を設けて家畜排せつ物の適正な処

理及び利用を推進し、各種補助事業や畜産高

度化支援リース事業、制度資金等の活用によ

り、家畜排せつ物処理施設の整備の効率的な

推進を図っています。 

  さらに有効なバイオマス資源である堆肥の

流通及び利用の促進を図るため、県で構築し

た堆肥情報の提供システム（堆肥利用促進ネ

ットワークシステム）の活用を図るとともに、

畜産部門と耕種部門からなる「畜産環境保全

対策推進協議会堆肥利用推進部会」において、

家畜排せつ物などの有機質資源の地域循環シ

ステムの構築などについて、検討を進めてい

ます。 

  また、各農業事務所において「畜産環境保

全対策地域推進会議」を開催するとともに、

関係機関の連携のもと指導・啓発を行い、畜

産経営に起因する環境問題への適切な対処を

図っています。 

（エ）建設リサイクル法 

建設廃棄物は全国の産業廃棄物排出量の約

２割を占めており、さらに全国の最終処分量

の約２割を占めています。 

このような状況の中で、建築物の解体等の

工事に伴い発生する建設資材について廃棄物

となったものを再生資源化し利用することに

よって、資源の有効な利用の確保や廃棄物の

適正な処理を図り、生活環境の保全や国民経

済の健全な発展に寄与するため、12 年５月に

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律」（建設リサイクル法）が制定され、14

年５月に本格施行されています。 

特定建設資材（コンクリート、コンクリー

ト及び鉄から成る建設資材、木材、アスファ

b　家畜排せつ物処理対策

a　法の概要

a　家畜排せつ物の現状

d　無登録・無許可業者に対する監視、指導体制
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印旛437 
(57.4%)

千葉77 
(10.1%)

東葛飾64 
(8.4%)

山武53 
(7.0%)

その他130 
(17.1%)

ルト・コンクリート）を用いた建築物等の解

体工事や新築工事等が対象建設工事に該当す

る場合、発注者には、知事等（特定行政庁）

への事前の届出が義務付けられ、受注者には、

発注者への説明・報告や解体工事業の登録又

は建設業法に基づく許可の取得のほか、分別

解体等及び再資源化等の実施等が義務付けら

れています。 

28 年 3 月末現在、県及び特定行政庁が発注

者から受理した事前届出件数は、193,253 件、

法に基づく解体工事業者の登録件数は、582

件となっています。 

法の適正な執行を確保するため、各土木事

務所、地域振興事務所と連携を図りパトロー

ルなどを実施し、必要な指導、助言等を行っ

ています。 

建設リサイクルの促進を図るには、関係行

政機関や建設事業者等の関係者、県民それぞ

れの立場で努力することが重要です。 

これら関係者の理解を深めるため、説明会

や講習会、パンフレットの配布、ホームペー

ジ等により法の周知、啓発活動に取り組んで

います。 

オ ヤードの適正化 

 本県には、周囲を鋼板などで囲み、自動車

の解体や部品の保管等をしている「ヤード」

が多数存在し、全国の２割以上を占めていま

す。 

これらの中には、自動車リサイクル法など

の各種法令に違反した行為が行われている、

いわゆる「不法ヤード」もあり、地域の生活

環境に悪影響を及ぼすおそれがあるととも

に自動車盗難などの犯罪の温床となってお

り、その解消が求められています。 
県では、24 年 10 月に環境生活部、県土整

備部、農林水産部、警察本部で構成する「千

葉県不法ヤード対策協議会」を設置し、関係

機関との連携を図っています。 
さらに、全国初となる「千葉県特定自動車

部品のヤード内保管等の適正化に関する条

例」（ヤード適正化条例）を制定し、27 年 4
月から施行しました。 

この条例では、ヤード運営者に届出、油の

地下浸透等防止措置、エンジンの取引記録の

作成等の義務を課すとともに、条例に基づく

ヤードの立入検査を可能としました。 
ヤードの実態を把握し、その適正化を図る

ため、立入りを実施し、ヤードの届出、エン

ジン等からの油の流出防止措置を講ずること

などを指導しています。 
県が把握しているヤード数は、27 年度末で

761 か所です。（図表 3-1-20） 
 

図表 3-1-20 地域別ヤード数 （27 年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 千の葉エコプロジェクト 

県では、県民、NPO、事業者、行政などが実

施している資源循環型社会づくりに向けた環

境配慮型の様々な取組を募集し、「千の葉エコ

プロジェクト」としてホームページで情報提

供を行っています。 

  このプロジェクトは、資源循環に係る先進

的な取組を紹介するとともに、各実施主体間

の相互連携の推進を図ることを目的としてい

ます。 

イ 千葉県循環型社会形成推進功労者等表彰 

循環型社会を構築するためには、一人ひと

りが日常の生活や仕事を通じて、３Ｒの活動

（単位：か所） 

b　県の取組

（３）地域特性を生かした資源循環ネットワークづくり
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や廃棄物の適正処理に取り組むことが必要で

す。 

県では、地域において資源回収に取り組む 

団体、産業廃棄物の処理や不法投棄の監視に 

従事する個人の方、積極的にリサイクルを実

施している企業等に対して感謝状を授与し、 

その功績に報いるとともに、「千葉県廃棄物適 

正処理推進大会」を通じて、こうした取組を

広く県民に公表することにより、３Ｒの推進

と廃棄物の適正処理に関する県民意識の醸成

を図っています。 

図表 3-1-21 27 年度の受賞者数 

 知事感謝状 環境生活部長 

感謝状 

一般廃棄物関係 個人 20 名 個人 62 名 

産業廃棄物関係 個人 7 名 個人 23 名 

３Ｒ活動関係 2 団体 15 団体 

県では、28 年 3 月に廃棄物に関する施策を積

極的に展開するため、32 年度を目標年度とする

第 9 次「千葉県廃棄物処理計画」を策定しまし

た。 

 本計画では、県民の安全・安心という基盤の

下、低炭素・循環型の資源利用の観点に配慮し

つつ、廃棄物の排出抑制及び適正な循環的利用

を推進することにより、ものを大切にする持続

可能な循環型社会を築くこととしています。 

 また、「３Ｒの推進」、「適正処理の推進」及び

これらを進めるための「適正処理体制の整備」

を３本の柱に据えて、依然として高い水準にあ

る廃棄物排出量や根絶に至らない不法投棄など

の課題を克服するため、実効性のある施策の展

開を図ることとしています。 

排出量の削減や再生利用率の向上を目指し、

レジ袋や食品ロスの削減に向けた普及啓発を行

うとともに、容器包装や紙類等の資源ごみの分

別排出・分別収集の徹底に向けて、市町村に対

し情報提供や助言などを行っていきます。 

 

 

　排出抑制や資源化促進に向け、排出事業者

に対する指導啓発を行うとともに、循環産業

の活性化に向け、産業廃棄物処理業者を対象

とした先進的なリサイクル技術に関する研修

会を開催するなどしていきます。   

（４）廃棄物処理計画

イ　産業廃棄物に関する施策

ア　一般廃棄物（ごみ）に関する施策
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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

項 目 名 基準年度 現況 目 標 

１人当たりの一般廃棄物（ごみ）の排出量 
1,126g 

（17 年度） 

953g 

（26 年度） 

950g 

（30 年度） 

一般廃棄物（ごみ）の最終処分量 
19 万ｔ 

（17 年度） 

16.1 万ｔ 

（26 年度） 

10 万ｔ 

（30 年度） 

一般廃棄物（ごみ）の再資源化率 
24.3％ 

（17 年度） 

22.8％ 

（26 年度） 

40％ 

（30 年度） 

産業廃棄物の排出量 
2,493 万ｔ 

（17 年度） 

2,112 万ｔ 

（26 年度） 

2,300 万ｔ 

（30 年度） 

産業廃棄物の最終処分量 
67 万ｔ 

（17 年度） 

28.7 万ｔ 

（26 年度） 

57 万ｔ 

（30 年度） 

産業廃棄物の再資源化率 
60.0％ 

（17 年度） 

54.4％ 

（26 年度） 

62％ 

（30 年度） 

 

 

【２７年度の主な取組】 

23 年 3 月に策定した第 8 次となる「千葉県廃棄物処理計画」に基づき、施策を展開しました。

この計画は、27 年度を目標年度とし、前計画に引き続き、３Ｒの推進と適正処理の推進等に向け

様々な施策を展開することとしています。 

① 資源循環を推進するためのライフスタイルづくり 

・レジ袋の削減に向けた普及啓発として「ちばレジ袋削減エコスタイル」運動を展開し、「ちば

レジエコサポーター※」の参加拡大に努めた結果、その登録者数は 31,777 人となりました。 

・食品廃棄物の削減に向けた「ちば食べきりエコスタイル」運動を展開し、事業者へ参加を呼

びかけるとともに、県民向けには県ホームページ等を通じて情報提供を行いました。28 年３

月末現在、41 事業者 216 店舗が取組に参加しています。 

・使い捨て容器に替わり、繰り返し使える水筒やタンブラーの使用を推奨する「ちばマイボト

ル・マイカップ推進エコスタイル」を新たに展開し、マイボトル等への飲料を提供する協力

事業者を紹介する制度を開始しました。28 年３月末現在、８事業者 76 店舗が取組に参加し

ています。 

・2020 年に来る東京オリンピック・パラリンピックに向けた３Ｒ対策に着目し、千葉県内にお

いてどのような３Ｒを推進したらよいのか考えていただくため、「東京オリンピック・パラリ

ンピックを契機とした３Ｒのあり方」をテーマに３Ｒ推進シンポジウムを開催しました。 

一般廃棄物については、一人当たりの排出量及び最終処分量は基準年度と比べ減少（改

善）していますが、再資源化率は基準年度より若干低下しています。 

産業廃棄物については、排出量及び最終処分量は既に目標を達成し、減量が図られてい

ますが、再資源化率は低下し、目標との差が広がっています。 

（１）指標の現況

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針
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・九都県市廃棄物問題検討委員会と連携して、食品ごみの削減を図るため、食べきりの普及を行う

とともに、家庭や飲食店での食品ロスを減らすための普及啓発を行ったほか、容器包装ごみの削

減を図るため、容器包装を減量化した商品の紹介や製造・小売事業者の取組をＰＲするキャンペ

ーンを実施しました。

※ マイバッグの持参やレジ袋の辞退等、レジ袋の削減に協力する県民（消費者）をいう。

② 資源循環の基盤となる産業づくり

・溶融スラグについては、県や市町村の公共工事で利用しました。また、バイオマスの利活用を進

めるため、研究機関と連携して共同研究を実施するとともに、企業のバイオマスの利活用につい

て、その取組が円滑に進むよう協力しました。

・毎年、産業廃棄物の排出事業者を対象に研修会を開催しており、 年度は建設業界の廃棄物の減

量化・リサイクルをテーマにとりあげました。また、建設工事から発生する廃棄物の再資源化等

を推進するため、パトロールや建設現場への立入検査を行いました。

・使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）に基づき、県内（千葉市、船橋

市及び柏市を除く）の解体業者に延べ 回、破砕業者に延べ 回の立入検査を実施しました。

・自動車リサイクル法に基づく規制に加え、県民の生活環境を保全し、平穏な生活を確保するため、

年 月に「千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例」（ヤード適正化条

例）を制定し、 年 月 日に施行しました。

・ヤード適正化条例に基づき、 か所、延べ 回の立入りを実施しました。

③ 地域特性を生かした資源循環ネットワークづくり

・これまでに引き続き、県民、市民活動団体、事業者、行政などによる循環型社会づくりに向けた

様々な取組を「千の葉エコプロジェクト」として公表しました。プロジェクトの件数は 年度末

で 件です。

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】

・レジ袋の削減に協力する県民は増加の傾向にあり、県民の生活にマイバッグの持参等、レジ袋削

減に向けた行動が実践されてきたところですが、食品廃棄物や使い捨て容器削減に向けた行動に

ついては十分に実践されていない状況です。資源循環を推進するためのライフスタイルをつくる

ために行政と事業者が協働することで、さらなる推進が期待できます。

・県や一部市町村では一定条件の公共工事において溶融スラグの利用を義務付けており、溶融スラ

グ利用量は公共工事の実施状況に影響を受けるため、２７年度実績は前年度より低下しました。

しかし、２８年度から利用が増加することが見込まれる市町村があり、今後利用率の向上が期待

できます。

・各主体の循環型社会づくりに向けた様々な取組は多岐に渡っており、より一層の推進が期待され

ます。

【分析結果を踏まえた今後の対応方針】

・資源循環を推進するためのライフスタイルづくりについては、引き続き、「ちばレジ袋削減エコス

タイル」「ちば食べきりエコスタイル」「ちばマイボトル・マイカップ推進エコスタイル」の普及

啓発に努めるとともに、多様な３Ｒ行動を紹介し、廃棄物の発生抑制を推進していきます。

・公共工事などでの溶融スラグの利用拡大を呼び掛ける等、需要の拡大を推進していきます。
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・これまでに把握したヤードの実態を踏まえ、ヤード適正化条例に基づく義務履行の指導に重点を

置いて立入りを行います。

・地域特性を生かした資源循環ネットワークづくりについては、今後も情報提供を行い、各主体と

の相互連携の推進を図ります。
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第２節 廃棄物の適正処理の推進と 

不法投棄の防止 

 

１．現況と課題 

資源循環型社会を築くためには、３Ｒの推進

が重要であることはもちろんのことですが、廃

棄物の発生抑制や再資源化等に努めてもなお発

生する廃棄物については、適正に処理されなけ

ればなりません。 
一時期、本県には全国で不法投棄される産業

廃棄物の約４割が集中しました。 
このため、24 時間での監視指導体制の整備

(11 年 4 月)、警察における環境犯罪課の設置

（14 年 4 月）、県独自の「千葉県廃棄物の処理

の適正化等に関する条例」の制定等による規制

の強化（14 年 3 月）などを実施し、その結果、

不法投棄量(26 年度)はピーク時(11 年度)の約

450 分の１に減少させることができました。 

しかしながら、林地などには、建設廃材を始

めとした産業廃棄物のゲリラ的な投棄があり、

不要となった家電製品も多く捨てられています。 
また、観光地や市街地の主要道路の交差点付

近には，ごみが散乱しています。 
このように、不法投棄などが依然として後を

絶たないため、県民一人ひとりが廃棄物のルー

ルとマナーをより一層遵守するとともに、引き

続き県民及び関係団体、市町村と連携して、不

法投棄の監視指導を強化していく必要がありま

す。 
廃棄物の不法投棄を未然に防止するためには、

監視指導の強化だけでなく適正処理を推進する

ことが重要です。 
そのため、一般廃棄物に関しては市町村が、

産業廃棄物に関しては処理の責任を担っている

排出事業者と処理業者が、適正に廃棄物の処理

を行うように徹底を図っていく必要があります。 
また、廃棄物の適正処理を進めていくために、

必要な廃棄物処理施設を確保することも不可欠

です。 

 
 
 

図表 3-2-1 焼却処理施設の稼動状況 

  年度 

区分 

24 25 26 

施設数 
処理能力

(t/日) 
施設数 

処理能力

(t/日) 
施設数 

処理能力

(t/日) 

市町村 31 6,624 31 6,624 30 6,584 

一部事務組合 13 1,813 13 1,813 13 1,813 

計 44 8,436 44 8,436 43 8,396 

(注)休止施設を除く 
(注)小数点以下 1位を四捨五入しているため、計が合わない場合がある。 

図表 3-2-2 粗大ごみ処理施設及び資源化施設の稼働

状況 

  年度 

区分 

24 25 26 

施設数 
処理能力

(t/日) 
施設数 

処理能力

(t/日) 
施設数 

処理能力

(t/日) 

市町村 33 1,787 33 1,787 32 1,809 

一部事務組合 11 312 11 312 11 312 

計 44 2,099 44 2,099 43 2,121 

(注)休止施設を除く 
(注)小数点以下 1位を四捨五入しているため、計が合わない場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今後、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックの開催に向けた道路等のインフラや施

設の整備により、産業廃棄物等の排出量が増

大することが懸念されます。このため、廃棄

物の廃適正処理の徹底や再資源化の促進を図っ

ていく必要があります。

　千葉県内の市町村・一部事務組合が設置して

いるごみ処理施設の27年３月末現在の稼働状況

を見ると、焼却処理施設は43か所、処理能力

8,396t／日、粗大ごみを中心に破砕や資源化など

の処理を行う粗大ごみ処理施設及び粗大ごみ以

外のごみ（びん・缶・ペットボトル等）の圧縮、

梱包、選別処理を行う資源化等を行う施設は43

か所、処理能力2,121t／日となっています。 

（１）一般廃棄物

ア ごみ処理施設の状況 
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また、最終処分場は 25 か所、残余容量（埋

立可能な量）約 1,511 千㎥となっており、残

余容量はここ数年横ばい状況にありますが、

最終処分場用地の確保等が困難な状況にある

ことから、今後もごみの減量化・再資源化を

推進し、最終処分に依存しない処理体制の強

化が必要です。 

図表 3-2-3 最終処分場の稼動状況 

       年度 

区分 
24 25 26 

埋立実

績施設 

施設数 25 25 25 

埋立地面積 

（千㎡） 
502 502 502 

全体容量（千㎥） 4,009 4,009 4,009 

残 余 容 量 1,643 1,591 1,511 

(注)休止中のものも含める。 

イ し尿処理施設の状況 

千葉県内の市町村・一部事務組合が設置し

ているし尿処理施設の 27 年３月末現在の施

設は 31 か所、処理能力 3,670ｋＬ／日となっ

ており、ここ数年ほぼ横ばい状況にあります。 
図表 3-2-4 し尿処理施設の稼動状況 

  年度 

区分 

24 25 26 

施設

数 

処理能力

(ｋＬ/日) 

施設

数 

処理能力

(ｋＬ/日) 

施設

数 

処理能力

(ｋＬ/日) 

市町村 21 2,459 21 2,459 21 2,459 

一部事務組合 10 1,211 10 1,211 10 1,211 

計 31 3,670 31 3,670 31 3,670 

(注)休止施設を除く 

(注)小数点以下 1位を四捨五入しているため、計が合わない場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 不法投棄の状況 

26 年度の産業廃棄物に係る不法投棄の発

生件数は 84件で、25年度に比べ 38件減少し、

発生量は 385t で、25 年度 2,281t から減少し

ました。（図表 3-2-5） 

不法投棄現場は、農用地、森林及び業務用

地に集中し、道路網の発達に伴い広域化する

傾向も見られます。 
不法投棄される産業廃棄物の種類は、がれ

き類、建設混合廃棄物等の建設系廃棄物が多

く、次いで、廃プラスチック類、ガラスくず、

陶磁器くず等となっています。 
これらは従来、他都県の中間処理施設や積

替保管施設などに集積されていたものが、県

内に運び込まれ投棄されるケースが多かった

のですが、近年は排出事業者や下請業者によ

る投棄が増加しています。 
不法投棄は、法を無視する不法行為者の存

在に加えて、土地所有者の安易な土地提供、

排出事業者や工事発注者の管理不徹底なども

原因となって引き起こされています。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図表 3-2-5 産業廃棄物の不法投棄の発生状況 

（２）産業廃棄物
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イ 処理施設の設置状況 

28 年３月末現在の排出事業者が設置する

廃棄物処理法第 15 条の設置施設数は中間処

理 113 施設、最終処分 11 施設、また、産業廃

棄物処理業者が設置する処理施設数は中間処

理 426 施設、最終処分 18 施設です。（図表

3-2-6） 

図表 3-2-6 廃棄物処理法第 15条に基づく許可

施設の設置状況 (28 年３月末現在) 
種
別 

種類内容 排出事業者 処理業者 合計 

中

間

処

理

施

設 

汚泥の処理施設 62 51 113 

廃油の処理施設 13 37 50 

廃酸又は廃アルカリの処理施設 1 3 4 

廃プラスチック類の処理施設 5 104 109 

木くず等の処理施設 31 231 262 

その他の処理施設 1 0 1 

合計 113 426 539 
最
終
処

分
場 

安定型 5 10 15 

管理型 5 8 13 

遮断型 1 0 1 

合計 11 18 29 
(注 1)千葉市、船橋市及び柏市内の施設を含む。 
(注 2)最終処分場は容量が０及び閉鎖した施設は除き、公共施設を含む。 
(注 3)施設数は、種類内容の区分に従ったのべ施設数 

 
一方、法の許可を要さない小規模施設につ

いて、「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関す

る条例」による許可制度を導入しており、28

年 3 月末現在の許可施設数は、焼却施設 49

施設、破砕施設 99 施設、積替保管場 44 施設

となっています。（図表 3-2-7） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3-2-7 県条例に基づく許可施設の設置状況 
                  (28年 3 月末現在) 

種類 排出事業者 処理業者 合計 

焼却施設 44 5 49 

破砕施設 10 89 99 

積替保管場 44 0 44 

合計 98 94 192 

 (注)廃棄物指導課調べ 
 

ウ 産業廃棄物処理業者の現況 

（ア）許可の状況 

産業廃棄物処理業者は、排出事業者からの

委託を受け、産業廃棄物を適正に処理する役

割を担っています。 
産業廃棄物の処理を業として行うには、廃

棄物処理法に基づく知事（千葉市内について

は千葉市長、船橋市内については船橋市長、

柏市内については柏市長）の許可が必要で、

取り扱う産業廃棄物の種類（通常の産業廃棄

物と*特別管理産業廃棄物）及び業の内容（収

集運搬業と処分業）により区分し許可されて

います。 
28年 3月末現在の許可業者数は 8,568業者

（千葉市、船橋市及び柏市の業者を除く実数）

で、前年度に比べ 298 業者増加しています。

（図表 3-2-8） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（注）１．廃棄物指導課調べによる。（千葉市長、船橋市長及び柏市長許可分を除く。） 
   ２．「産廃」とは通常の産業廃棄物を、「特管」とは特別管理産業廃棄物を取扱う業を示す。  
   ３．「計」とは、許可業者の実数を示す。（許可区分により一部重複。） 

図表 3-2-8 産業廃棄物処理業者に係る許可業者数    (28年３月末現在) 

業区分 収集運搬業 処分業 

合計 

年度 種類 
収集運搬のみ 小計 中間処理 最終処分 収運＋ 

中間 
収運＋ 
最終

中間＋ 
最終 

収運＋ 
中間＋ 
最終 

26 

産廃 7,879 298 74 5 213 3 0 3 8,177 

特管 709 33 14 1 18 0 0 0 742 

計 7,970 300 76 5 213 3 0 3 8,270 

27 

産廃 8,171 301 74 5 216 3 0 3 8,472 

特管 724 33 13 1 19 0 0 0 757 

計 8,265 303 76 5 216 3 0 3 8,568 
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607

1467

ガラスくず・コンクリートくず

ガラスくず・

及び陶磁器くず
491（5％）

57
（12％）

51
（12％）

94
（22％）

107（25％）

汚泥

ａ　中間処理量

ｂ　最終処分量

　26年度の最終処分量は43万6,425ｔと25年度

に比べ69,882ｔ減少しています。

　種類別に見ると、がれき類12万6,976ｔ

（29.1％）、ガラスくず・コンクリートくず及

び陶磁器くず10万7,161ｔ（24.6％）、廃プラ

スチック類9万4,344ｔ（21.6％）、汚泥51,037

（11.7％）の順となっています。

　また、発生地域別に見ると、県内発生物が23

万6,614ｔ（54.2％）、県外発生物が19万9,811

ｔ（45.8％）となっています。
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